
号外第６（令和８年４月１日発行） 発行日　５日、 日、 日

発行所

　横浜市役所

　横浜市中区本町６丁目 番地の

目　　　次

頁

△ 横浜市市税条例等の一部を改正する条例【総務局税制課】 2

△ 横浜市市税条例施行規則及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全

保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に

関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則の一部を改

正する規則【総務局税制課】

4

15 25

50 10

1

横浜市報　号外第６　令和８年４月１日



条 例

横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

横 浜 市 条 例 第 号

　 横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条   横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

軽 自 動 車 税 は 、 軽 自 動 車 等 に 対 し 、 主 た る 定 置 場 所 在 地 に お

い て 、 そ の 所 有 者 に 課 す る 。

  第 条 第 ２ 項 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税

」 に 、 「 、 第 １ 項 」 を 「 、 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ２ 項 と す

る 。

第 条 の ２ 第 １ 項 中 「 、 軽 自 動 車 税 の 賦 課 徴 収 に つ い て は 」 及

び 「 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 （ 以 下 こ

の 節 に お い て 「 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 」 と い う 。 ） 又 は 」

を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 又 は 」 を 削

り 、 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 を 削 る 。

第 条 の ２ か ら 第 条 の ８ ま で を 削 る 。

第 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 、 第 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 、 第

条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 １ 項 並 び に 第 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「

種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。

  第 条 の 見 出 し 並 び に 同 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 中 「 種 別 割 」 を 「

軽 自 動 車 税 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 項 中 「 第 条 第 ３ 項 」 を 「 第 条

第 ２ 項 」 に 改 め る 。

  第 条 の ２ の 見 出 し 及 び 第 条 の 見 出 し 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自

動 車 税 」 に 改 め る 。

第 条 第 １ 項 中 「 軽 自 動 車 税 に つ い て 」 を 「 こ の 節 に お い て 」

に 、 「 第 条 第 ３ 項 」 を 「 第 条 第 ２ 項 」 に 改 め る 。

第 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改

め る 。

第 条 の ２ の 見 出 し 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め 、 同

条 中 「 道 路 運 送 車 両 法 」 の 次 に 「 （ 昭 和 年 法 律 第 185 号 ） 」 を

加 え 、 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。

附 則 第 条 の ３ か ら 第 条 の ６ ま で を 削 る 。

附 則 第 条 の 見 出 し 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 １ 項 中 「 第
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条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 」 を 「 道 路 運 送 車 両 法 第 条 第 １ 項 後

段 の 規 定 に よ る 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 日 ま で 」 を 「 令 和 ７ 年 ４ 月

１ 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、

同 条 第 ３ 項 中 「 法 第 446 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 を 「 同 項 」 に 、 「 令 和

４ 年 ４ 月 １ 日 」 を 「 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 」 に 、 「 当 該 初 回 車 両 番 号

指 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 分 」 を 「 令 和 ８ 年 度 分 」 に

改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。

  附 則 第 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。

（ 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第

６ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地

位 に 関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 横 浜 市 市 税 条 例 の 臨 時 特 例 に 関 す る

条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条   日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条

約 第 ６ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊

の 地 位 に 関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 横 浜 市 市 税 条 例 の 臨 時 特 例 に 関

す る 条 例 （ 昭 和 年 ４ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 １ 条 、 第 ２ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 及 び 第 ３ 条 中 「 の 種 別 割 」

を 削 る 。

  （ 横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ３ 条   横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 年 ６ 月 横 浜

市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 ９ 項 及 び 第 項 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。

附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 軽 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２   第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 市 税 条 例 の 規 定 、 第 ２ 条 の

規 定 に よ る 改 正 後 の 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及

び 安 全 保 障 条 約 第 ６ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け

る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 横 浜 市 市 税 条 例 の

臨 時 特 例 に 関 す る 条 例 の 規 定 及 び 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横

浜 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 ８ 年 度 以 後 の

年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に つ い て 適 用 す る 。

３   こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 取 得 さ れ た ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 し

て 課 す る 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

  る 。

４   令 和 ７ 年 度 分 ま で の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。
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規 則

 横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 及 び 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相

互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第 ６ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国

に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 横 浜 市 市 税 条

例 の 臨 時 特 例 に 関 す る 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

横 浜 市 規 則 第 号

横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 及 び 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と

の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第 ６ 条 に 基 づ く 施 設 及

び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地 位 に 関 す る

協 定 の 実 施 に 伴 う 横 浜 市 市 税 条 例 の 臨 時 特 例 に 関 す る 施

 （ 横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条  横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 年 月 横 浜 市 規 則 第 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 条 中 「 種 別 割 に つ い て 」 を 削 る 。

第 条 の ３ （ 見 出 し を 含 む 。 ） 並 び に 第 条 の ４ の 見 出 し 及 び

同 条 第 １ 項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。

 別 表 １ の 項 中 「 第 448 条 第 ２ 項 」 を 「 第 446 条 第 ２ 項 」 に 改 め

る 。

（ 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第

６ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊 の 地

位 に 関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 横 浜 市 市 税 条 例 の 臨 時 特 例 に 関 す る

施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条  日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条

約 第 ６ 条 に 基 づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 隊

の 地 位 に 関 す る 協 定 の 実 施 に 伴 う 横 浜 市 市 税 条 例 の 臨 時 特 例 に 関

す る 施 行 規 則 （ 昭 和 年 ４ 月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 ４ 条 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。

 第 ６ 条 各 号 、 第 １ 号 様 式 、 第 ３ 号 様 式 及 び 第 ４ 号 様 式 中 「 （ 種

別 割 ） 」 を 削 る 。

   附  則

こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則




